
 議案第９２号 

   墨田区介護保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年２月１５日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区介護保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区介護保険条例（平成１２年墨田区条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１０条の見出しを「（保険料の額）」に改め、同条第１項中「令和３年度から令

和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「保険料率」を「保険料の額」に改

め、同項第１号中「３万８，３４０円」を「３万６，０３６円」に改め、同項第２号

中「４万７，９２５円」を「４万５，１４４円」に改め、同項第３号中「５万７，５

１０円」を「５万４，６４８円」に改め、同項第４号中「６万７，０９５円」を「６ 

万９，３００円」に改め、同項第５号中「７万６，６８０円」を「７万９，２００円」 

に改め、同項第６号中「８万６，２６５円」を「８万９，１００円」に改め、同項第

７号中「９万５，８５０円」を「９万９，０００円」に改め、同項第８号中「１１万

５，０２０円」を「１１万８，８００円」に改め、同項第９号中「１２万６，５２２ 

円」を「１３万２，６６０円」に改め、同項第１０号中「１４万１，８５８円」を

「１５万４８０円」に改め、同項第１１号中「１７万６，３６４円」を「１８万８， 

１００円」に改め、同項第１２号中「１９万５，５３４円」を「２０万９，８８０円」 

に改め、同項第１３号中「２１万４，７０４円」を「２３万３，６４０円」に改め、

同項第１４号中「２３万７，７０８円」を「２６万１，３６０円」に改め、同項第１

５号中「２６万７１２円」を「２８万９，０８０円」に改め、同条第２項中「令和３

年度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「保険料率は、２万３，

００４円」を「保険料の額は、２万２，５７２円」に改め、同条第３項中「令和３年

度から令和５年度」を「令和６年度から令和８年度」に、「保険料率」を「保険料の



額」に、「２万３，００４円」を「２万２，５７２円」に、「２万８，７５５円」を

「２万９，３０４円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度」を「令和 

６年度から令和８年度」に、「保険料率」を「保険料の額」に、「２万３，００４円」

を「２万２，５７２円」に、「５万３，６７６円」を「５万４，２５２円」に改める。 

 第１５条第１項中「保険料率による」を削る。 

   付 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１０条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、

令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 第９期介護保険事業計画の策定に伴い、令和６年度から令和８年度までの第１号被

保険者の保険料の額及び減額賦課に係る保険料の額を改定するほか、所要の規定整備

をする必要がある。 


